
鈴
木
一
彦
提
出
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

『
大
祓
詞
の
研
究
』
審
査
要
旨

論
文
の
内
容
の
要
旨

本
論
文
は
「
大
祓
詞
の
研
究
」
と
題
し
て
、
前
半
は
「
大
祓
詞
」（
な
い
し
は
「
中
臣
祓
」

「
中
臣
祭
文
」「
中
臣
祓
詞
」
と
呼
称
さ
れ
る
）
の
成
立
過
程
を
、
後
半
部
は
「
大
祓
詞
」
の

宗
教
的
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
序
章
」
に
お
い
て
、「
一
、
研
究
の

目
的
と
意
義
」「
二
、
先
行
研
究
の
課
題
」「
三
、
本
研
究
の
概
要
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

以
下
各
章
ご
と
に
要
約
す
る
。

第
一
章
は
「
大
殿
祭
の
祝
詞
と
大
祓
詞
」
と
題
し
、「
大
祓
詞
」
の
成
立
過
程
を
推
考
し
よ

う
と
し
た
。「
中
臣
祓
」
の
最
古
の
注
釈
書
と
言
わ
れ
る
『
中
臣
祓
訓
解
』
に
は
「
中
臣
祓
」

─ １ ─



を
「（
国
中
に
成
り
出
で
む
）
天
の
益
人
等
が
」
の
前
後
で
二
段
に
分
け
る
と
い
う
解
釈
が
み

ら
れ
、
近
世
の
古
学
神
道
（
国
学
）
家
に
お
け
る
「
大
祓
詞
」
の
注
釈
書
の
一
部
で
も
採
用
さ

れ
て
い
る
。
同
書
に
は
そ
の
前
半
部
は
「
大
殿
祭
の
祝
詞
」
の
影
響
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
後

半
は
「
天
津
祝
詞
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
も
み
え
る
。『
中
臣
祓
訓
解
』
に
見
ら
れ

る
以
上
の
よ
う
な
見
解
が
、「
大
祓
詞
」
の
成
立
過
程
に
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、

論
者
は
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。ま
た
青
木
紀
元
氏
の
「
大
祓
詞
の
構
造
と
成
立
過
程
」

に
主
張
さ
れ
て
い
る
「
高
天
原
に
神
留
り
坐
す
」
か
ら
「
か
く
聞
こ
し
食
し
て
は
（
中
略
）
罪

と
云
ふ
罪
は
在
ら
じ
」
ま
で
の
箇
所
が
、
「
大
祓
詞
」
本
文
中
最
古
と
い
う
説
を
参
考
に
し
て
、

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
祓
の
法
」
と
内
容
が
重
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
大
祓
詞
」
の
成

立
の
一
端
が
推
考
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。

第
二
章
「『
祓
の
法
』
と
大
祓
詞
」
で
は
、
前
章
に
引
き
続
い
て
「
大
祓
詞
」
の
成
立
過
程

を
検
討
。『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
祓
の
法
」
と
『
倭
姫
命
世
記
』
に
み
え
る
「
祓
の
法
」

を
比
較
す
る
と
、
類
似
点
も
多
い
が
相
違
も
み
ら
れ
る
。
前
者
の
「
祓
の
法
」
は
宣
読
体
形
式
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の
祝
詞
に
な
っ
て
い
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
奏
上
体
形
式
の
祝
詞
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
と

「
大
祓
詞
」
と
を
比
べ
る
と
、
天
つ
罪
の
項
目
は
同
一
で
あ
る
が
、
国
つ
罪
に
は
二
ヶ
所
ほ
ど

の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
相
違
点
は
、「
大
殿
祭
の
祝
詞
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る

「
は
ふ
虫
の
災
」
や
「
飛
ぶ
鳥
の
禍
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、「
大
祓
詞
」
の
国
つ
罪
と
一

体
と
な
り
解
消
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
神
宮
三
節
祭
に
あ
た
り
種
々
の
罪
穢
れ
を
申
告
し
明
ら
か
に

し
て
祓
を
行
う
と
言
わ
れ
る
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
身
祓
（
み
そ
ぎ
）
」

や
、「
天
つ
罪
国
つ
罪
」
な
ど
過
ち
を
犯
し
た
人
を
祓
い
清
め
る
「
祓
の
法
」
な
ど
を
基
に
し

て
、
ま
ず
奏
上
体
形
式
の
祓
詞
が
形
成
さ
れ
た
。
そ
の
後
そ
れ
が
『
倭
姫
命
世
記
』
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
宣
読
体
形
式
の
祓
詞
に
な
り
、
や
が
て
『
延
喜
式
』
所
収
の
「
大
祓
詞
」
や
『
朝
野

群
載
』
に
お
け
る
「
中
臣
祭
文
」
へ
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
推
論
し
て
い
る
。

第
三
章
「
祓
詞
の
尊
崇
に
み
る
神
道
思
想
」
に
お
い
て
は
、「
大
祓
詞
」
や
「
中
臣
祓
」
が

実
践
的
に
用
い
ら
れ
る
際
に
創
出
さ
れ
た
宗
教
性
を
究
明
す
る
た
め
に
、「
生
命
主
義
的
救
済
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観
」
に
注
目
。
こ
れ
は
新
宗
教
の
共
通
的
特
徴
を
抽
出
す
る
際
に
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

神
道
の
よ
う
な
伝
統
宗
教
を
分
析
す
る
の
に
も
応
用
可
能
と
主
張
す
る
。
禊
祓
と
は
「
む
す
ひ

の
働
き
を
疎
外
す
る
罪
穢
れ
か
ら
人
間
の
生
命
力
を
回
復
さ
せ
る
た
め
の
呪
術
」
と
い
う
先
行

学
説
を
肯
定
し
、
「
神
道
に
お
け
る
始
原
的
本
質
の
一
つ
と
し
て
の
呪
術
的
宗
教
性
」
と
規
定
。

二
季
恒
例
の
大
祓
の
背
景
に
あ
る
思
想
も
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
的
宗
教
性
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

十
一
世
紀
以
降
、
奏
上
体
形
式
の
「
中
臣
祓
」
を
用
い
た
個
人
祈
願
が
、
陰
陽
師
に
よ
っ
て

担
わ
れ
、
平
安
末
期
に
は
両
部
神
道
書
『
中
臣
祓
訓
解
』
の
祖
本
が
成
立
。
こ
の
中
で
「
中
臣

祓
」
を
、
神
仏
の
恵
み
や
苦
し
み
か
ら
の
救
済
を
約
束
す
る
、
呪
術
的
な
祝
詞
と
解
釈
し
て
い

る
。
仏
教
の
「
如
来
蔵
・
自
性
清
浄
」
の
思
想
に
基
づ
い
て
、「
中
臣
祓
」
に
よ
っ
て
心
が
清

浄
に
な
る
と
い
う
別
な
機
能
も
強
調
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
中
世
の
伊
勢
神
道
や
吉

田
神
道
の
「
中
臣
祓
」
注
釈
書
に
も
受
け
継
が
れ
、
近
世
に
お
い
て
も
朱
子
学
の
影
響
も
あ
っ

て
、
垂
加
神
道
家
は
「
中
臣
祓
」
を
「
神
人
合
一
」
を
目
的
と
す
る
修
業
方
法
の
一
つ
と
し
て

─ ４ ─



尊
重
し
た
。
し
か
し
近
世
の
伊
勢
神
道
家
や
古
学
神
道
家
は
、
心
を
清
浄
に
す
る
と
か
「
神
人

合
一
」
の
た
め
の
祓
と
い
う
考
え
を
否
定
し
、
専
ら
身
体
の
穢
れ
を
祓
う
こ
と
を
主
張
し
た
と

い
う
。
た
だ
し
、
古
学
神
道
家
の
中
で
も
平
田
篤
胤
は
「
大
祓
詞
」
の
宗
教
性
を
強
調
し
、

「
大
祓
詞
」
の
中
ほ
ど
に
あ
る
「
天
津
祝
詞
の
太
祝
詞
事
を
宣
れ
」
の
「
天
津
祝
詞
」
は
「
大

祓
詞
」
と
別
な
祝
詞
が
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
復
元
を
試
み
た
と
指
摘
す
る
。
続
い
て
近
世
に

創
唱
さ
れ
た
新
宗
教
団
・
金
光
教
を
取
上
げ
、
教
祖
・
金
光
大
神
の
信
仰
形
成
上
「
六
根
清
浄

祓
」
や
「
大
祓
詞
」
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割
、
お
よ
び
近
代
の
新
宗
教
の
「
呪
術
的
宗
教
性
」

に
、
こ
の
祓
詞
と
の
関
わ
り
か
ら
生
じ
る
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
述
し
て
い
る
。

第
四
章
「
日
本
の
近
代
化
と
大
祓
詞
」
で
は
、
日
本
の
近
代
化
に
お
い
て
「
大
祓
詞
」
が
果

た
し
た
役
割
を
中
心
に
論
じ
る
。「
大
祓
詞
」
に
お
け
る
「
天
津
祝
詞
」
に
つ
い
て
は
、
平
安

末
期
以
来
の
諸
注
釈
書
に
お
い
て
見
解
が
大
き
く
二
つ
に
分
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
天
津
祝

詞
」
と
は
、「
大
祓
詞
」
と
別
に
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
大
祓
詞
」
そ
の
も
の
を
指
す

の
か
の
問
題
で
あ
る
。
近
世
の
伊
勢
神
道
家
・
度
会
延
佳
に
よ
っ
て
「
天
津
祝
詞
」
は
「
大
祓

─ ５ ─



詞
」
な
い
し
は
「
中
臣
祓
」
を
指
す
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
、
古
学
神
道
家
の
ほ
と
ん
ど
が
そ

れ
に
同
調
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
、
こ
の
学
説
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
た
。
そ
の
中
で
平
田
篤

胤
は
「
天
津
祝
詞
」
は
別
な
存
在
と
い
う
立
場
か
ら
そ
の
復
元
を
試
み
、「
天
津
祝
詞
」
と
称

し
て
提
唱
し
た
の
が
、
近
代
以
降
修
祓
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
現
行
の
「
祓
詞
」
で
あ
る
。

一
方
金
光
教
に
お
い
て
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
神
社
祭
式
に
準
拠
す
る
か
た
ち
で

教
団
の
祭
式
が
制
定
さ
れ
た
。
修
祓
に
際
し
て
は
、「
大
祓
詞
」
を
奏
上
す
る
と
規
定
し
、
神

社
祭
式
や
他
の
教
団
に
見
ら
れ
な
い
扱
い
を
し
た
。
「
大
祓
詞
」
は
「
中
臣
祓
」
と
も
言
わ
れ
、

「
中
臣
」
と
は
君
と
臣
下
ま
た
は
神
と
君
と
の
中
を
執
り
持
つ
職
で
あ
り
、
金
光
教
に
お
け
る

「
取
次
」
も
天
地
金
乃
神
と
人
と
の
間
を
取
り
次
ぐ
意
味
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
に
信
仰
的

に
共
鳴
す
る
要
素
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
後
は
、
教
団
の
脱
神
道
化
も
あ
っ

て
、
教
祖
の
信
仰
と
修
祓
と
い
う
贖
罪
の
思
想
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
廃
止
さ
れ
、

新
た
な
拝
詞
が
制
定
さ
れ
た
。

近
代
に
お
け
る
「
大
祓
詞
」
に
つ
い
て
は
、
古
典
の
実
証
的
研
究
を
通
し
て
神
道
に
お
け
る
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「
始
原
的
本
質
と
し
て
の
呪
術
的
宗
教
性
」
に
回
帰
し
て
行
く
流
れ
と
、
も
う
一
つ
は
「
神
人

合
一
と
い
っ
た
祓
の
思
想
を
更
新
さ
せ
民
衆
救
済
の
た
め
の
新
た
な
呪
術
的
宗
教
性
」
を
構
築

し
よ
う
と
す
る
流
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
流
れ
の
緊
張
関
係
と
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
創
出

さ
れ
た
呪
術
的
宗
教
性
が
、
日
本
の
近
代
化
を
促
し
た
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
結
ぶ
。

「
終
章
」
で
は
、
各
章
の
概
要
を
記
述
し
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

本
論
文
は
、
第
一
章
「
大
殿
祭
の
祝
詞
と
大
祓
詞
」・
第
二
章
「『
祓
の
法
』
と
大
祓
詞
」
に

お
い
て
、「
大
祓
詞
」（
な
い
し
『
中
臣
祓
』
と
い
う
）
の
成
立
過
程
を
中
心
に
考
察
し
、
第
三

章
「
祓
詞
の
尊
祟
に
み
る
神
道
思
想
」
・
第
四
章
「
日
本
の
近
代
化
と
大
祓
詞
」
に
お
い
て
は
、

「
大
祓
詞
」
の
宗
教
的
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
大
祓
詞
」
と
は
、
神
道
史
上
た
い
へ
ん
重
要
な
古
典
の
一
つ
と
言
え
る
。
平
安
時
代
末
期
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に
祖
本
が
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
『
中
臣
祓
訓
解
』、
中
世
の
吉
田
兼
倶
・
近
世
の
山
崎
闇

斎
・
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
ら
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の
注
釈
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

神
道
祭
儀
の
上
で
も
、
八
世
紀
頃
に
遡
る
時
代
か
ら
今
日
ま
で
、
二
季
恒
例
の
大
祓
式
が
行
わ

れ
て
お
り
、
そ
の
都
度
「
大
祓
詞
」
が
用
い
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
「
大
祓
詞
」

を
ど
の
よ
う
に
研
究
す
る
か
、
方
法
論
的
に
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
論
者
は
、「
大
祓
詞
」
の
成
立
過
程
の
究
明
と
宗
教
的
意
義
や
役
割
に
つ
い
て
、
と
い

う
二
つ
の
視
点
か
ら
接
近
し
よ
う
と
し
た
。

第
一
章
・
第
二
章
に
お
い
て
、
「
大
祓
詞
」
の
成
立
過
程
を
以
下
の
よ
う
に
推
論
し
て
い
る
。

「
大
祓
詞
」
の
注
釈
書
を
蒐
集
・
出
版
し
た
『
大
祓
詞
注
釈
大
成
』（
上
・
中
・
下
三
巻
）
を

精
読
し
、
近
・
現
代
に
お
け
る
「
大
祓
詞
」
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
考
察
。
そ
の
結
果
、「
大

祓
詞
」
の
中
ほ
ど
に
み
え
る
「（
国
中
に
成
り
出
で
む
）
天
之
益
人
等
が
」
前
後
を
中
間
点
に

す
る
と
、
前
半
部
は
「
大
殿
祭
の
祝
詞
」
に
よ
る
影
響
が
顕
著
に
み
ら
れ
、
後
半
部
分
は
神
宮

の
三
節
祭
に
臨
む
に
あ
た
り
罪
穢
れ
の
祓
を
行
う
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
身
祓
（
み
そ
ぎ
）
」
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お
よ
び
同
じ
『
儀
式
帳
』
に
み
え
る
「
祓
の
法
」
な
ど
を
基
に
成
立
し
た
と
推
考
し
て
い
る
。

「
大
祓
詞
」
と
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
や
『
倭
姫
命
世
記
』
の
当
該
箇
所
を
丹
念
に
比
較
検
討

し
た
結
果
の
推
論
で
あ
り
、
全
面
的
に
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。「
延
喜
式
」
所
収
の
「
大

祓
詞
」
の
成
立
は
延
長
五
年
（
九
二
七
）
以
前
で
あ
り
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
は
延
暦
二
十

三
年
（
八
〇
四
）
朝
廷
へ
の
報
告
書
で
あ
る
か
ら
、『
儀
式
帳
』
の
「
身
祓
」
や
「
祓
の
法
」

を
基
に
「
大
祓
詞
」
が
作
成
さ
れ
た
と
い
う
推
論
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
「
大
祓
詞
」
の
成
立

を
七
な
い
し
八
世
紀
に
遡
る
と
い
う
説
も
あ
り
そ
れ
を
認
め
る
と
、
両
者
の
先
後
関
係
に
問
題

が
生
じ
る
。
ま
た
仮
に
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
「
身
祓
」
や
「
祓
い
の
法
」
が
「
大
祓
詞
」

形
成
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
と
、
そ
の
歴
史
的
背
景
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
大
き

な
課
題
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
説
得
力
の
あ
る
論
拠
が
要
請
さ
れ
る
。

第
三
章
お
よ
び
第
四
章
に
お
い
て
は
、「
大
祓
詞
」
の
宗
教
的
意
義
や
役
割
を
究
明
す
る
た

め
に
、「
生
命
主
義
的
救
済
観
」
に
基
づ
い
た
「
呪
術
的
宗
教
性
」
に
着
目
。「
大
祓
詞
」
の
諸

注
釈
書
に
み
え
る
思
想
や
先
行
学
説
の
主
張
を
検
討
し
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
。
第
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一
に
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
記
載
の
禊
祓
や
二
季
恒
例
の
大
祓
式
に
窺
え
る
思
想
を
「
む

す
ひ
の
働
き
を
阻
害
す
る
罪
穢
れ
か
ら
人
間
の
生
命
力
を
回
復
さ
せ
る
」
役
割
と
捉
え
た
こ
と
。

第
二
に
中
世
の
伊
勢
神
道
や
吉
田
神
道
で
は
「
大
祓
詞
」
に
よ
っ
て
心
を
清
浄
に
保
ち
、
天
地

万
物
と
一
体
と
な
っ
て
所
願
が
成
就
す
る
な
ど
の
意
義
を
強
調
し
、
近
世
の
垂
加
神
道
に
お
い

て
は
、「
神
人
合
一
」
の
手
段
と
し
て
「
大
祓
詞
」
の
役
割
が
提
唱
さ
れ
た
。
第
三
に
近
世
の

古
学
神
道
家
は
「
大
祓
詞
」
に
よ
る
心
の
清
浄
や
「
神
人
合
一
」
な
ど
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を

否
定
し
、
専
ら
身
体
の
穢
れ
を
取
除
く
こ
と
を
主
張
。
し
か
し
古
学
神
道
家
の
中
で
も
平
田
篤

胤
は
「
大
祓
詞
」
の
役
割
を
、
身
体
の
清
め
だ
け
で
は
不
十
分
と
批
判
し
た
。「
大
祓
詞
」
に

み
え
る
「
天
津
祝
詞
」
と
は
、「
大
祓
詞
」
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
別
に
存
在
し
て
い

た
と
推
測
し
、「
天
津
祝
詞
」
の
復
元
を
試
み
、「
大
祓
詞
」
が
も
つ
救
済
力
を
宗
教
的
意
義
と

し
て
強
調
す
る
。
篤
胤
の
「
大
祓
詞
」
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
が
、
金
光
教
教
祖
の
信
仰

形
成
の
一
要
因
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
金
光
教
団
が
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
篤
胤

作
成
の
「
天
津
祝
詞
」
や
「
大
祓
詞
」
を
教
団
の
祭
儀
に
採
用
し
た
根
拠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
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な
ど
を
推
論
し
て
い
る
。

な
お
平
田
篤
胤
の
「
天
津
祝
詞
」
の
復
元
は
、
近
代
の
神
社
祭
式
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
に

も
言
及
す
る
。
神
社
の
祭
儀
に
お
い
て
行
わ
れ
る
修
祓
の
際
に
唱
え
ら
れ
る
「
祓
詞
」
は
、
篤

胤
の
復
元
し
た
「
天
津
祝
詞
」
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
天
津
祝
詞
」
は
篤
胤
が

主
張
し
た
よ
う
に
別
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
大
祓
詞
」
そ
の
も
の
を
指
す
と
い
う

見
解
が
、
第
二
次
大
戦
後
定
説
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
と
す
れ
ば
篤
胤
が
「
天
津
祝
詞
」
と

推
考
し
て
復
元
し
た
祝
詞
を
、
そ
の
ま
ま
「
祓
詞
」
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
問
題
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
論
者
は
先
行
学
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
伊
邪
那
岐
命
の
「
美
曽
岐
祓
」
の
文
脈
か
ら
捉

え
直
す
こ
と
で
理
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
お
わ
り
に
、「
日
本
の
近
代
化
」
と
「
大
祓

詞
」
が
有
す
る
宗
教
的
役
割
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
論
述
し
、「
祓
の
思
想
を
更
新
さ
せ
民
衆

救
済
の
た
め
の
新
た
な
呪
術
的
宗
教
」
の
創
出
を
指
摘
し
結
ん
で
い
る
。

以
上
、「
大
祓
詞
」
の
諸
注
釈
書
を
精
読
し
先
行
研
究
の
業
績
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
生
命

主
義
的
救
世
観
」
に
基
づ
い
た
「
呪
術
的
宗
教
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、「
大
祓
詞
」
の
宗
教
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的
意
義
や
役
割
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
「
大
祓
詞
」
の
歴
史
的
研
究
は
少
な

く
な
い
が
、宗
教
的
意
義
や
役
割
に
焦
点
を
当
て
て
総
括
的
に
捉
え
た
研
究
は
多
い
と
言
え
ず
、

た
い
へ
ん
有
意
義
な
研
究
と
評
価
で
き
よ
う
。
た
だ
し
「
日
本
の
近
代
化
」
と
「
大
祓
詞
」
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
近
代
化
」
そ
の
も
の
の
概
念
規
定
が
あ
い
ま
い
で
あ
り
、「
近
代
化
」

の
ど
の
よ
う
な
面
に
、「
大
祓
詞
」
の
救
済
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
か
な
ど
の
課
題
に
つ
い
て
の

考
察
が
望
ま
れ
る
。
第
一
章
・
第
二
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
課
題
同
様
、
今
後
更
な
る
研
究
が

必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
本
論
文
を
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
本
論
文
の
提
出
者
鈴
木
一
彦
氏
は

博
士
（
宗
教
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日

主
査

國
學
院
大
學
教
授

安
蘇
谷

正

彦

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

岡

田

莊

司

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

中

西

正

幸

◯印
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鈴
木
一
彦

学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
問
を
行
っ
た
結
果
、
博
士
（
宗
教

学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日学

力
確
認
担
当
者

主
査

國
學
院
大
學
教
授

安
蘇
谷

正

彦

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

岡

田

莊

司

◯印

副
査

國
學
院
大
學
教
授

中

西

正

幸

◯印
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